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１．業務プロセス・情報システム標準化の基本的考え方
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【背景】
➢ 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）において、地方自治体の情報

システムについては、国の主導的な支援の下で標準化等を進めることとされているところであり、地
方自治体の業務プロセス・情報システムの標準化を進めることとなった。

➢ 併せて、「新経済・財政再生計画改革工程表2019」（令和元年12月19日経済財政諮問会議決定）及び
「デジタル・ガバメント実行計画」（令和元年12月20日閣議決定）においても、住民記録分野に加え、
介護保険等の福祉分野や地方税分野についても、令和２年度以降、業務プロセス・情報システムの標
準化を進めることが明記されており、これに沿って推進することとなった。

➢ 住民記録分野及び第１グループの各分野で先行して検討が進められており、第２グループに属する健
康管理分野についても、先行分野の検討内容を踏まえて、検討を行うこととなる。

➢ 令和３年５月に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が成立し(令和３年９月施行)、
標準化の対象範囲として特定される健康管理分野を含む17事務については、基準に適合するシステム
の利用が義務付けられることとなった。

【標準化による各主体のメリット】
➢ 地方自治体 限られた人材のなか専門的な知識・ノウハウを共有することで、システム調達や法令

改正対応等の業務及び調整に係るコストが減少し、他の業務に人材を充当できる。また、財政面で
は、カスタマイズ抑制、システム共同化による割り勘効果を生むことで、導入・維持管理費用を削
減する。

➢ システム事業者 個別のカスタマイズ要望が減ることによりその対応に係る負担が減少し、人口減
少下で希少化するシステムエンジニアの人員を他の分野に投入し、創意工夫による競争が可能とな
る。

➢ 住民 地方自治体毎に異なる申請様式・手法が統一的に実施されることで、手続の簡素化や合理化
が実現する。



２．業務プロセス・情報システム標準化の基本的考え方
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【効果】
➢ 地方自治体のシステム調達において標準仕様を活用することで、調達プロセス自体を大幅に効率化す

る。

➢ 標準仕様を活用した調達により、カスタマイズの抑制と維持管理コストの削減を図る。また、事業者
間での円滑なシステム更改も可能とする。

➢ カスタマイズ抑制により、広域クラウドの推進を図る。

【方向性】
➢ 検討会にて、地方自治体及びシステム事業者の代表者の合意形成を図りながら、健康管理システムに

係る標準仕様書を作成する。≪令和４年夏頃までを予定≫

➢ 各システム事業者（※１）は、標準仕様書に記載された機能をパッケージに搭載する。

➢ 地方自治体は、システム更新時期を踏まえつつ、令和７年度までを目標時期として導入する。その際、
各地方自治体が原則としてカスタマイズせずに利用する姿を実現する。

※1 事業者間の競争環境を確保。各社が標準システムを自由に提供し、競争環境の中で、各地方自治体が各社の製品を自由に選
択可能となる姿を目指す。
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【方針】
➢ 対象団体

市区町村及び都道府県が法令上の事務の主体となっている基幹業務

➢ 対象事務
地域情報プラットフォーム標準仕様書を軸に、実態調査結果を踏まえ、対象事務の選定を行う。

➢ 標準仕様書の取り扱い
住民記録システム標準仕様書で検討されている標準準拠の基準（※2）と同様とする。異なる取り扱
いを行う場合は、検討会・WTにおいて議論を行い、明らかにする。

➢ 利用前提
各地方自治体が、対象事務の処理に利用する情報システムは、「地方公共団体情報システムの標準
化に関する法律」により標準化の基準に適合した情報システムを利用することが義務付けられるこ
とから、各地方自治体の利用を前提として検討を行う。

※2 標準化対象範囲において定義すべき機能について、【実装すべき機能】、【実装しない機能】、【実装してもしなくても
良い機能】の３類型に分類し、可能な限り３類型のいずれかに該当するか分類をした上で、定義すべき機能の範囲内で分
類されていない機能は、カスタマイズ抑制、事業者間移行の円滑化の観点から、実装しない機能と同様のものとして位置
付ける。



４．業務プロセス・情報システム標準化の目的
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➢業務プロセス・情報システム標準化は、地方自治体の情報システムに関しては、業務の進め方、利用
している帳票、管理している情報がバラバラとなっており、これらを統一することで調達コスト低減、
IT人材不足の解消、住民サービス向上及び行政の効率化を進めることが目的とされている。

※令和2年3月17日実施 第11回新戦略推進専門調査会 デジタル・ガバメント分科会 第38回各府省情報化専任審議官等連絡会議 資料3より抜粋



５．業務プロセス・情報システム標準化の検討対象業務
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➢業務プロセス・情報システム標準化対象として挙げられている17業務のうち、本検討会の標準化検討
対象は第2グループに属する健康管理業務となる。

※令和2年3月17日実施 第11回新戦略推進専門調査会 デジタル・ガバメント分科会 第38回各府省情報化専任審議官等連絡会議 資料3より抜粋



６．業務プロセス・情報システム標準化の全体スケジュール概要
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➢本検討会では、令和３年度中に地方自治体、及びシステム事業者の代表者の合意形成を図りながら、
標準仕様案をとりまとめる必要がある。

※令和3年9月22日実施 地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化に関する関係府省会議 資料4より抜粋



参考資料



標準化検討の経緯等について
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出典：令和２年６月１２日第1回税務システム標準化検討会資料より
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出典：令和２年６月１２日 第1回税務システム標準化検討会資料より
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出典：令和２年６月１２日 第1回税務システム標準化検討会資料より



標準化検討の経緯等について
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出典：令和２年６月１２日第1回税務システム標準化検討会資料より



標準化検討の経緯等について
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出典：令和2年9月25日第5回 マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ（第３回）

総務省説明資料（自治体業務システム統一・標準化加速策）より



標準化検討の経緯等について
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出典：令和3年5月20日 第3回 税務システム等標準化検討会 より



標準化検討の経緯等について
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出典：令和2年12月25日閣議決定 デジタルガバメント実行計画 より



標準化検討の経緯等について
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出典：令和2年12月25日閣議決定 デジタルガバメント実行計画 より



標準化検討の経緯等について
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出典：令和2年12月25日閣議決定 デジタルガバメント実行計画 より



標準化検討の経緯等について
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出典：令和3年7月7日自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書【第 1.0 版】 より


